
 

企画競争実施の公示 

 

令和８年５月１３日 

   

国土交通省航空局交通管制部 

マルチ航空モビリティ交通管制調整室長  菅 康博 

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請する。 

 

１．業務概要 

（１）業務名及び概要 

空飛ぶクルマの空港アクセス等に関する調査 

（２）業務内容 

本業務は、空飛ぶクルマ（Advanced Air Mobility。以下「AAM」という。）の

社会実装に向けて、低高度空域におけるルート設計、空港へのアクセス等に関

する下記の事項について調査を実施するものである。 

 

① AAM の新たな飛行方式、AAM ルート・コリドー設計、空港アクセスに関する

要件 

② 既存 VFR 機や AAM、ドローン等が利用する低高度空域の空域分離又は統合に

関する要件 

③ 大阪・関西万博における AAM 実証の成果を活用した交通管理上の課題、リス

ク及び改善方策 

④ SWIM 等を活用した情報共有基盤の ATM/AATM/UTM のデータ連接 

⑤ 交通管理タスクフォース等会議運営に関する作業及び技術支援 

 

※ATM（航空交通管理）、AATM（空飛ぶクルマの交通管理）、UTM（無人航空機の

運航管理） 

 

（３）履行期間 契約締結日の翌日から令和９年３月１８日まで 

        （契約締結日の翌日が行政機関の休日に関する法律（昭和６

３年法律第９１号）第１条に規定する休日（以下「休日」



 

という。）の場合は、翌平日とする。） 

 

２．企画競争参加資格要件 

（１） 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７

１条の規定に該当しない者であること。 

（２） 令和０７・０８・０９年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）

「役務の提供等」において競争参加資格を有する者であること。 

（３） 国土交通省航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等

の措置要領（昭和５９年６月２８日付け、空経第３８６号）に基づき、

指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる

者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継

続している者でないこと。 

 

３．手続等 

（１）担当部局 

国土交通省 航空局 予算・管財室 契約係 

住所 〒100－8918東京都千代田区霞ヶ関２－１－３ 

Tel 03-5253-8111（代表）内線 47186   

（２）説明書の交付期間及び方法 

①交付期間 令和８年５月１３日から令和８年６月１日まで（休日を除く、

毎日の１０時００分から１７時００分まで） 

②交付場所 （１）に同じ。 

③交付方法 交付場所にて、無償で交付する。 

（３）企画提案書の提出期限、及び方法 

①提出期限 令和８年６月２日 １７時００分まで 

②提出方法 原則として電子メールにより提出すること。 

（４）企画提案に関するヒアリング  



 

企画提案に関するヒアリングを必要に応じ実施する。なお、日時及び場所

は別途通知する。出席者は企画提案の内容を説明できる者とする。 

（５）説明会の有無、日時及び場所等 

   説明会は実施しない。 

 

４．その他 

（１）手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準

時及び計量法によるものとする。 

（２）関連情報を入手するための照会窓口は、以下の通り。 

国土交通省 航空局 交通管制部 マルチ航空モビリティ交通管制調整室 

住所 〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関２－１－３ 

Tel 03-5253-8111（代表）内線 51141   

（３）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 

（４）提出された企画提案書は、当該提案者に無断で２次的な使用は行わない。 

（５）企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとと

もに、記載を行った提案者に対して指名停止を行うことがある。 

（６）特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する

法律」（平成１１年５月１４日、法律第４２号）において、行政機関が取

得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該

企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、

開示対象となる場合がある。 

（７）提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定し

たものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約

関係を生じるものではない。 

（８）提出された企画提案書を評価した結果、評価点が満点の 6 割を満たす者

のうち最高得点者を特定することを原則とする。 

（９）その他の詳細は説明書による。 


